
  

Weeklyコラム 
令和 5 年 4 月 25 日 

〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1 
船場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 4 号館 4 階 

  Tel  06-6261-8000 
    Fax 06-6261-6539 

         

 

証拠書類のない簿外経費への 

対応は 2023 年１月から適用へ！ 

 

 

 ２０２２年度税制改正により、税務調査の現

場において、証拠書類を提示せずに簿外経

費を主張する納税者や、証拠書類を仮装して

簿外経費を主張する納税者への対応として、

必要経費・損金不算入措置が講じられます。 

 同改正により、税務当局の調査負担が軽減

されるとともに、悪質な納税者の簿外経費は

否認されることになります。 

 なお、適用時期は２０２３年１月１日以後に開

始する事業年度からとなります。 

 

 この背景には、税務調査等の現場で、適正

な記帳や帳簿保存をしていない納税者の真

実の所得把握に係る税務当局の執行コストが

多大にかかることがありました。 

 同改正により、納税者（個人及び法人）が隠

ぺい仮想行為に基づき確定申告書を提出ま

たは確定申告書を提出していなかった場合に

は、これらの確定申告書に係る年分・事業年

度の売上原価の額及び費用の額は、一定の

場合を除き、必要経費の額・損金の額に算入

されませんので、ご注意ください。 

 上記、一定の場合とは、保存する帳簿書類

等により売上原価の額や費用の額の基因とな

る取引が行われたこと及びこれらの額が明ら

かである場合をいいます。 

 

 また、売上原価の額または費用の額の基因

となる取引の相手方が明らかである場合、そ

の他その取引が行われたことが明らかであり、

または推測される場合で調査等により税務署

長がその取引が行われ、これらの額が生じたと認める

場合も該当します。 

 売上原価の額又は費用の額の基因となる取引等が、

帳簿書類の保存場所等からも明らかである場合も必

要経費に算入することができるとしております。 

 

 省令では、帳簿書類の保存場所として、居住者の

住所地若しくは居所地またはその営む事業に係る事

務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う

場所その他これらに準ずるものの所在地となることを

明らかにしております。 

 そして、総収入金額を得るために直接要した金額

から除かれる売上原価の額は、政令により、購入した

資産、自己の製造等に係る資産、購入・製造等以外

の方法によって取得した資産、贈与・相続等によって

取得した資産を例示、各資産のいずれに該当するか

に応じて定められた金額を必要経費に算入される資

産の額として明らかにしておりますので、該当されま

す方はご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


